
第
二
条 

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
二
項
第
三
号
の

規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
認
定
の
基
準
（
以
下
「
認
定
基
準
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
も

の
と
す
る
。 

二 

幼
稚
園
型
認
定
こ
ど
も
園 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
法
第
三
条
第
一
項
又
は
第
二

項
の
認
定
を
受
け
た
も
の
を
い
う
。 

一 

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園 

幼
稚
園
及
び
保
育
所
の
そ
れ
ぞ
れ
の
用
に
供
さ
れ
る
建
物
及
び
そ
の
附
属

設
備
が
一
体
的
に
設
置
さ
れ
て
い
る
施
設
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ

っ
て
、
法
第
三
条
第
二
項
の
認
定
を
受
け
た
も
の
を
い
う
。 

（
定
義
） 

（
趣
旨
） 

イ 

幼
稚
園
教
育
要
領
（
学
校
教
育
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
文
部
省
令
第
十
一
号
）
第
三
十
八
条
に

規
定
す
る
幼
稚
園
教
育
要
領
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
従
っ
て
編
成
さ
れ
た
教
育
課
程
に
基
づ
く
教
育

を
行
う
ほ
か
、
当
該
教
育
の
た
め
の
時
間
の
終
了
後
、
在
籍
し
て
い
る
子
ど
も
の
う
ち
児
童
福
祉
法
（
昭

和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
幼
児
に
該
当
す
る
者
に
対
す
る
保

育
を
行
う
幼
稚
園 

イ 

当
該
施
設
を
構
成
す
る
保
育
所
に
お
い
て
、
満
三
歳
以
上
の
子
ど
も
に
対
し
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十

二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
二
十
三
条
各
号
に
掲
げ
る
目
標
が
達
成
さ
れ
る
よ
う
保
育
を
行
い
、
か
つ
、

当
該
保
育
を
実
施
す
る
に
当
た
り
当
該
施
設
を
構
成
す
る
幼
稚
園
と
の
緊
密
な
連
携
協
力
体
制
が
確
保
さ

れ
て
い
る
こ
と
。 

ロ 

幼
稚
園
及
び
認
可
外
保
育
施
設
（
児
童
福
祉
法
第
五
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
施
設
の
う
ち
同
法
第

三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
を
目
的
と
す
る
も
の(

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の 

ロ 

当
該
施
設
を
構
成
す
る
保
育
所
に
入
所
し
て
い
た
子
ど
も
を
引
き
続
き
当
該
施
設
を
構
成
す
る
幼
稚
園

に
入
園
さ
せ
て
一
貫
し
た
教
育
及
び
保
育
を
行
う
こ
と
。 

に
掲
げ
る
施
設
を
除
く
。)

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
そ
れ
ぞ
れ
の
用
に
供
さ
れ
る
建
物
及
び
そ
の
附
属

設
備
が
一
体
的
に
設
置
さ
れ
て
い
る
施
設
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の 

認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
基
準
を
定
め
る
条
例 

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
六
日
条
例
第
六
十
号 

 

改
正 

 

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
一
日
条
例
第
五
十
九
号 

平
成
二
十
年 

三
月
二
十
五
日
条
例
第
十
五
号 

 

文
部
科
学
省 

 

厚
生
労
働
省 

総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年 

(1) 

当
該
施
設
を
構
成
す
る
認
可
外
保
育
施
設
に
お
い
て
、
満
三
歳
以
上
の
子
ど
も
に
対
し
学
校
教
育
法

令
第
三
号
）
第
一
条
各
号 



第
二
十
三
条
各
号
に
掲
げ
る
目
標
が
達
成
さ
れ
る
よ
う
保
育
を
行
い
、
か
つ
、
当
該
保
育
を
実
施
す
る

に
当
た
り
当
該
施
設
を
構
成
す
る
幼
稚
園
と
の
緊
密
な
連
携
協
力
体
制
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

(2) 

当
該
施
設
を
構
成
す
る
認
可
外
保
育
施
設
に
入
所
し
て
い
た
子
ど
も
を
引
き
続
き
当
該
施
設
を
構

成
す
る
幼
稚
園
に
入
園
さ
せ
て
一
貫
し
た
教
育
及
び
保
育
を
行
う
こ
と
。 

三 

保
育
所
型
認
定
こ
ど
も
園 

児
童
福
祉
法
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
幼
児
に
対
す
る
保
育
を
行
う

ほ
か
、
当
該
幼
児
以
外
の
満
三
歳
以
上
の
子
ど
も
を
保
育
し
、
か
つ
、
満
三
歳
以
上
の
子
ど
も
に
対
し
学
校

教
育
法
第
二
十
三
条
各
号
に
掲
げ
る
目
標
が
達
成
さ
れ
る
よ
う
保
育
を
行
う
保
育
所
で
あ
っ
て
、
法
第
三
条

第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
も
の
を
い
う
。 

四 

地
方
裁
量
型
認
定
こ
ど
も
園 
児
童
福
祉
法
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
幼
児
に
対
す
る
保
育
を
行

う
ほ
か
、
当
該
幼
児
以
外
の
満
三
歳
以
上
の
子
ど
も
を
保
育
し
、
か
つ
、
満
三
歳
以
上
の
子
ど
も
に
対
し
学

校
教
育
法
第
二
十
三
条
各
号
に
掲
げ
る
目
標
が
達
成
さ
れ
る
よ
う
保
育
を
行
う
認
可
外
保
育
施
設
で
あ
っ
て
、

法
第
三
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
も
の
を
い
う
。 

（
設
置
者
に
関
す
る
認
定
基
準
） 

第
三
条 

認
定
こ
ど
も
園
の
設
置
者
に
関
す
る
認
定
基
準
は
、
認
定
こ
ど
も
園
を
経
営
す
る
た
め
に
必
要
な
経
済

的
基
礎
が
あ
る
こ
と
と
す
る
。 

（
保
育
に
従
事
す
る
職
員
の
配
置
に
関
す
る
認
定
基
準
） 

第
四
条 

認
定
こ
ど
も
園
の
保
育
に
従
事
す
る
職
員
の
配
置
に
関
す
る
認
定
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

次
に
掲
げ
る
基
準
を
満
た
す
数
の
保
育
に
従
事
す
る
職
員
を
置
く
こ
と
。 

イ 

満
一
歳
未
満
の
子
ど
も
お
お
む
ね
三
人
に
つ
き
一
人
以
上 

ロ 

満
一
歳
以
上
満
三
歳
未
満
の
子
ど
も
お
お
む
ね
六
人
に
つ
き
一
人
以
上 

ハ 

満
三
歳
以
上
の
子
ど
も
の
う
ち
、
一
日
に
四
時
間
程
度
幼
稚
園
と
同
様
に
利
用
す
る
も
の
（
以
下
「
短

時
間
利
用
児
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
も
の
お
お
む
ね
三
十
人
に
つ
き
一
人
以
上 

ニ 

満
三
歳
以
上
満
四
歳
未
満
の
子
ど
も
の
う
ち
、
一
日
に
八
時
間
程
度
保
育
所
と
同
様
に
利
用
す
る
も
の

（
以
下
「
長
時
間
利
用
児
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
も
の
お
お
む
ね
二
十
人
に
つ
き
一
人
以
上 

ホ 

満
四
歳
以
上
の
子
ど
も
の
う
ち
、
長
時
間
利
用
児
で
あ
る
も
の
お
お
む
ね
三
十
人
に
つ
き
一
人
以
上 

二 

認
定
こ
ど
も
園
の
開
園
時
間
を
通
じ
て
、
二
人
以
上
の
保
育
に
従
事
す
る
職
員
を
置
く
こ
と
。 

三 

短
時
間
利
用
児
及
び
長
時
間
利
用
児
に
共
通
す
る
利
用
時
間
に
お
い
て
は
、
満
三
歳
以
上
の
子
ど
も
に
つ

い
て
、
そ
の
数
が
三
十
五
人
以
下
と
な
る
よ
う
に
学
級
を
編
制
し
、
学
級
ご
と
に
担
当
す
る
職
員
（
以
下
「
学

級
担
任
」
と
い
う
。
）
を
一
人
以
上
置
く
こ
と
。 

（
保
育
に
従
事
す
る
職
員
の
資
格
に
関
す
る
認
定
基
準
） 

第
五
条 

認
定
こ
ど
も
園
の
保
育
に
従
事
す
る
職
員
の
資
格
に
関
す
る
認
定
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

満
三
歳
未
満
の
子
ど
も
の
保
育
に
従
事
す
る
職
員
は
、
児
童
福
祉
法
第
十
八
条
の
十
八
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
保
育
士
の
登
録
を
受
け
た
者
（
以
下
「
保
育
士
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
こ
と
。 

二 

満
三
歳
以
上
の
子
ど
も
の
保
育
に
従
事
す
る
職
員
は
、
幼
稚
園
の
教
員
の
免
許
状
（
教
育
職
員
免
許
法
（
昭



和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第
四
条
第
二
項
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
免
許
状
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

を
有
す
る
者
で
あ
り
、
か
つ
、
保
育
士
で
あ
る
こ
と
。 

（
施
設
及
び
設
備
に
関
す
る
認
定
基
準
） 

第
六
条 
認
定
こ
ど
も
園
の
施
設
及
び
設
備
に
関
す
る
認
定
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

認
定
こ
ど
も
園
を
構
成
す
る
幼
稚
園
及
び
保
育
所
等
の
用
に
供
さ
れ
る
建
物
及
び
そ
の
附
属
設
備
が
同
一

の
敷
地
内
又
は
隣
接
す
る
敷
地
内
に
あ
る
こ
と
。 

二 

認
定
こ
ど
も
園
の
園
舎
の
面
積
（
満
三
歳
未
満
の
子
ど
も
の
保
育
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
満
二
歳
以

上
満
三
歳
未
満
の
子
ど
も
の
保
育
の
用
に
供
す
る
保
育
室
、
遊
戯
室
そ
の
他
の
施
設
及
び
設
備
の
面
積
並
び

に
満
二
歳
未
満
の
子
ど
も
の
保
育
の
用
に
供
す
る
乳
児
室
、
ほ
ふ
く
室
そ
の
他
の
施
設
及
び
設
備
の
面
積
を

除
く
。
）
が
、
次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
面
積
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ

し
、
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
過
疎

地
域
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
地
域
（
以
下
「
過
疎
地
域
等
」
と
い
う
。
）
に
存
す
る
幼
稚
園
又
は
保
育
所
等

が
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
、
保
育
所
型
認
定
こ
ど
も
園
又
は
地
方
裁
量
型
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
を

受
け
る
場
合
で
あ
っ
て
、
次
号
本
文
（
満
二
歳
未
満
の
子
ど
も
の
保
育
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
号
本

文
及
び
第
六
号
）
に
規
定
す
る
基
準
を
満
た
す
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

イ 

学
級
の
数
が
一
で
あ
る
場
合 

百
八
十
平
方
メ
ー
ト
ル 

ロ 

学
級
の
数
が
二
以
上
で
あ
る
場
合 

学
級
の
数
か
ら
二
を
減
じ
た
数
に
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
乗
じ
て
得

た
面
積
に
三
百
二
十
平
方
メ
ー
ト
ル
を
加
え
て
得
た
面
積 

三 

満
二
歳
以
上
の
子
ど
も
一
人
に
つ
き
一
・
九
八
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
面
積
を
有
す
る
保
育
室
又
は
遊
戯

室
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
過
疎
地
域
等
に
存
す
る
幼
稚
園
又
は
保
育
所
等
が
幼
保
連
携
型
認

定
こ
ど
も
園
、
幼
稚
園
型
認
定
こ
ど
も
園
又
は
地
方
裁
量
型
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
を
受
け
る
場
合
で
あ
っ

て
、
前
号
本
文
に
規
定
す
る
基
準
を
満
た
す
と
き
は
、
満
二
歳
以
上
満
三
歳
未
満
の
子
ど
も
一
人
に
つ
き
一
・

九
八
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
面
積
を
有
す
る
保
育
室
又
は
遊
戯
室
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

四 

次
に
掲
げ
る
基
準
を
満
た
す
屋
外
遊
戯
場
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
過
疎
地
域
等
に
存
す
る

幼
稚
園
又
は
保
育
所
等
が
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
、
保
育
所
型
認
定
こ
ど
も
園
又
は
地
方
裁
量
型
認
定

こ
ど
も
園
の
認
定
を
受
け
る
場
合
で
あ
っ
て
イ
の
基
準
を
満
た
す
と
き
は
ロ
の
基
準
を
、
過
疎
地
域
等
に
存

す
る
幼
稚
園
又
は
保
育
所
等
が
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
、
幼
稚
園
型
認
定
こ
ど
も
園
又
は
地
方
裁
量
型

認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
を
受
け
る
場
合
で
あ
っ
て
ロ
の
基
準
を
満
た
す
と
き
は
イ
の
基
準
を
、
そ
れ
ぞ
れ
満

た
す
こ
と
を
要
し
な
い
。 

イ 

満
二
歳
以
上
の
子
ど
も
一
人
に
つ
き
三
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
面
積
を
有
す
る
こ
と
。 

ロ 

満
二
歳
以
上
満
三
歳
未
満
の
子
ど
も
の
数
に
三
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル
を
乗
じ
て
得
た
面
積
に
、
次
に
掲

げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
面
積
を
加
え
て
得
た
面
積
以
上
の
面
積
を
有
す
る
こ

と
。 

(1) 

学
級
の
数
が
二
以
下
で
あ
る
場
合 

学
級
の
数
か
ら
一
を
減
じ
た
数
に
三
十
平
方
メ
ー
ト
ル
を
乗



じ
て
得
た
面
積
に
三
百
三
十
平
方
メ
ー
ト
ル
を
加
え
て
得
た
面
積 

(2) 

学
級
の
数
が
三
以
上
で
あ
る
場
合 

学
級
の
数
か
ら
三
を
減
じ
た
数
に
八
十
平
方
メ
ー
ト
ル
を
乗

じ
て
得
た
面
積
に
四
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
加
え
て
得
た
面
積 

五 

調
理
室
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
幼
稚
園
又
は
保
育
所
等
が
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
、

幼
稚
園
型
認
定
こ
ど
も
園
又
は
地
方
裁
量
型
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
を
受
け
る
場
合
（
満
三
歳
未
満
の
子
ど

も
の
保
育
を
行
わ
な
い
場
合
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。 

イ 

第
十
条
第
十
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
食
事
の
提
供
を
行
う
こ
と
。 

ロ 

認
定
こ
ど
も
園
に
お
い
て
必
要
な
調
理
の
た
め
の
加
熱
、
保
存
等
の
調
理
機
能
を
有
す
る
設
備
が
設
け

ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

六 

次
に
掲
げ
る
基
準
を
満
た
す
乳
児
室
又
は
ほ
ふ
く
室
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
満
二
歳
未
満

の
子
ど
も
の
保
育
を
行
わ
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

イ 

乳
児
室
に
あ
っ
て
は
、
満
二
歳
未
満
の
子
ど
も
一
人
に
つ
き
一
・
六
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
面
積
を

有
す
る
こ
と
。 

ロ 

ほ
ふ
く
室
に
あ
っ
て
は
、
満
二
歳
未
満
の
子
ど
も
一
人
に
つ
き
三
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
面
積
を

有
す
る
こ
と
。 

２ 

前
項
第
四
号
の
規
定
は
、
過
疎
地
域
等
に
存
す
る
幼
稚
園
又
は
保
育
所
等
が
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
、

保
育
所
型
認
定
こ
ど
も
園
又
は
地
方
裁
量
型
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
を
受
け
る
場
合
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る

基
準
を
満
た
す
場
所
が
確
保
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
適
用
し
な
い
。 

一 

当
該
認
定
こ
ど
も
園
の
付
近
に
在
る
こ
と
。 

二 

子
ど
も
が
安
全
に
利
用
で
き
る
こ
と
。 

三 

子
ど
も
が
日
常
的
に
利
用
で
き
る
こ
と
。 

四 

子
ど
も
に
対
す
る
教
育
及
び
保
育
の
適
切
な
提
供
が
可
能
で
あ
る
こ
と
。 

五 

前
項
第
四
号
イ
又
は
ロ
（
保
育
所
型
認
定
こ
ど
も
園
に
あ
っ
て
は
、
イ
）
の
基
準
を
満
た
す
面
積
を
有
す

る
こ
と
。 

（
教
育
及
び
保
育
の
内
容
に
関
す
る
認
定
基
準
） 

第
七
条 

認
定
こ
ど
も
園
の
教
育
及
び
保
育
の
内
容
に
関
す
る
認
定
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
を
満
た
す
教
育

及
び
保
育
に
関
す
る
全
体
的
な
計
画
が
策
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
す
る
。 

一 

幼
稚
園
教
育
要
領
及
び
保
育
所
保
育
指
針
（
保
育
所
の
保
育
内
容
に
関
し
て
厚
生
労
働
省
が
定
め
る
指
針

を
い
う
。
）
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 

子
ど
も
の
集
団
生
活
の
経
験
年
数
が
異
な
る
こ
と
等
の
認
定
こ
ど
も
園
に
固
有
の
事
情
に
配
慮
し
た
も
の

で
あ
る
こ
と
。 

（
職
員
の
資
質
の
向
上
に
関
す
る
認
定
基
準
） 

第
八
条 

認
定
こ
ど
も
園
の
長
及
び
保
育
に
従
事
す
る
職
員
の
資
質
の
向
上
に
関
す
る
認
定
基
準
は
、
次
の
と
お



り
と
す
る
。 

一 

認
定
こ
ど
も
園
の
長
及
び
保
育
に
従
事
す
る
職
員
の
資
質
の
向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
研
修
の
計

画
が
策
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

二 

前
号
に
規
定
す
る
計
画
が
実
施
さ
れ
る
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

（
子
育
て
支
援
事
業
に
関
す
る
認
定
基
準
） 

第
九
条 

認
定
こ
ど
も
園
に
お
け
る
子
育
て
支
援
事
業
に
関
す
る
認
定
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

認
定
こ
ど
も
園
の
所
在
す
る
地
域
の
需
要
を
、
市
町
村
と
連
携
す
る
こ
と
等
に
よ
り
把
握
し
た
子
育
て
支

援
事
業
の
計
画
が
策
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

二 

前
号
に
規
定
す
る
計
画
が
保
護
者
の
要
請
に
応
じ
て
適
切
に
実
施
さ
れ
る
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

（
管
理
運
営
等
に
関
す
る
認
定
基
準
） 

第
十
条 

認
定
こ
ど
も
園
の
管
理
運
営
等
に
関
す
る
認
定
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

認
定
こ
ど
も
園
に
一
人
の
長
を
置
く
こ
と
と
し
、
そ
の
者
は
、
教
育
及
び
保
育
並
び
に
子
育
て
支
援
事
業

が
一
体
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
当
該
認
定
こ
ど
も
園
を
管
理
し
、
及
び
運
営
す
る
能
力
を
有
す
る
者
で
あ
る

こ
と
。 

二 

開
園
日
数
及
び
開
園
時
間
が
、
保
育
に
欠
け
る
子
ど
も
に
対
す
る
保
育
を
適
切
に
提
供
で
き
る
よ
う
、
保

護
者
の
就
労
状
況
等
の
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

三 

保
育
に
欠
け
る
子
ど
も
を
保
育
す
る
時
間
が
、
子
ど
も
の
保
護
者
の
労
働
時
間
そ
の
他
の
家
庭
の
状
況
等

を
考
慮
し
、
一
日
に
つ
き
八
時
間
を
標
準
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

四 

保
護
者
が
施
設
を
適
切
に
選
択
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を
開
示
す
る
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

五 

障
害
の
あ
る
子
ど
も
等
の
特
別
な
配
慮
が
必
要
な
子
ど
も
の
利
用
が
排
除
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
入

園
す
る
子
ど
も
の
選
考
が
公
正
に
行
わ
れ
る
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

六 

市
町
村
と
の
連
携
を
図
り
、
特
別
な
配
慮
が
必
要
な
子
ど
も
の
受
入
れ
に
適
切
に
配
慮
す
る
体
制
が
整
備

さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

七 

子
ど
も
の
健
康
及
び
安
全
を
確
保
す
る
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

八 

事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
備
え
て
、
適
切
な
保
険
や
共
済
制
度
に
加
入
し
て
い
る
こ
と
。 

九 

第
七
条
及
び
第
八
条
第
一
号
に
規
定
す
る
計
画
の
実
施
に
つ
い
て
、
点
検
又
は
評
価
を
行
う
体
制
が
整
備

さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

十 

認
定
こ
ど
も
園
に
お
け
る
子
ど
も
に
対
す
る
食
事
の
提
供
が
、
第
六
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
調
理

室
に
お
い
て
調
理
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
、
幼
稚
園
型

認
定
こ
ど
も
園
又
は
地
方
裁
量
型
認
定
こ
ど
も
園
に
お
け
る
満
三
歳
以
上
の
子
ど
も
に
対
す
る
食
事
の
提
供

に
つ
い
て
は
、
当
該
認
定
こ
ど
も
園
の
外
で
調
理
さ
れ
た
も
の
を
搬
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
と
し
て
規

則
で
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 
 
 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 



１ 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
保
育
に
従
事
す
る
職
員
の
資
格
に
関
す
る
認
定
基
準
の
特
例
） 

２ 

第
五
条
第
二
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
学
級
担
任
が
幼
稚
園
の
教
員
の
免
許
状
を
有
す
る
者
で
あ
り
、

か
つ
、
満
三
歳
以
上
の
子
ど
も
の
う
ち
長
時
間
利
用
児
で
あ
る
も
の
の
保
育
に
従
事
す
る
職
員
が
保
育
士
で
あ

る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
か
ら
五
年
間
（
過
疎
地
域
等
に
存
す
る
幼
稚
園
又
は
保
育
所
等

に
あ
っ
て
は
、
十
年
間
）
、
同
号
中
「
で
あ
り
、
か
つ
、
」
と
あ
る
の
は
、
「
又
は
」
と
す
る
。 

３ 

幼
稚
園
又
は
保
育
所
等
が
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
の
申
請
を
す
る
際
現
に
当
該
幼
稚
園
又
は
保
育
所
等
に

お
い
て
子
ど
も
の
保
育
に
従
事
し
て
い
る
職
員
に
関
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
こ
の

条
例
の
施
行
の
日
か
ら
五
年
間
（
過
疎
地
域
等
に
存
す
る
幼
稚
園
又
は
保
育
所
等
に
あ
っ
て
は
、
十
年
間
）
、

同
号
中
」
と
あ
る
の
は
、
「
同
号
中
」
と
す
る
。 

（
施
設
及
び
設
備
に
関
す
る
認
定
基
準
の
特
例
） 

４ 

幼
稚
園
又
は
保
育
所
等
が
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
を
受
け
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
幼
稚
園
又
は
保
育
所
等

の
施
設
及
び
設
備
が
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
幼
稚
園
若
し
く
は
保
育
所
等
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
も
の

又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
規
則
で
定
め
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
幼
稚
園
又
は
保
育
所
等
に
関
す

る
第
六
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
第
二
号

中
「
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
過
疎
地

域
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
地
域
（
以
下
「
過
疎
地
域
等
」
と
い
う
。
）
に
存
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
四

項
に
規
定
す
る
」
と
、
同
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
並
び
に
第
二
項
中
「
過
疎
地
域
等
に
存
す
る
」
と
あ

る
の
は
「
附
則
第
四
項
に
規
定
す
る
」
と
す
る
。 

 
 
 

附 

則
（
平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
一
日
条
例
第
五
十
九
号
） 

 

こ
の
条
例
は
、
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 
 
 

（
平
成
十
九
年
十
二
月
規
則
第
六
十
五
号
で
、
同
年
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
） 

 
 
 

附 

則
（
平
成
二
十
年
三
月
二
十
五
日
条
例
第
十
五
号
） 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 


